
事　項 業務区分
当該業務に係る行政文書の類
型（施行令別表の該当項）

文書の具体例 保存期間
保存期間満
了後の措置

人事院規則９-５（給与簿）第３条の出勤簿 出勤簿 作成の日から５年 廃棄

人事院規則９-７（俸給等の支給）第13条の超
過勤務命令簿

超過勤務命令簿 作成の日から５年３月 廃棄

一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年
法律第95号。以下「給与法」という。）第11
条の2第１項の届出の文書等

扶養親族届 届出に係る要件を具備しな
くなった日から６年

人事院規則9-24（通勤手当）第3条の通勤届 通勤届 届出に係る要件を具備しな
くなった日から６年

人事院規則9-24（通勤手当）第4条第2項の通
勤手当認定簿

通勤手当認定簿 支給要件を具備しなくなっ
た日から６年

人事院規則9-54（住居手当）第5条第1項の住
居届

住居届 届出に係る要件を具備しな
くなった日から６年

人事院規則9-54（住居手当）第6条第2項の住
居手当認定簿

住居手当認定簿 支給要件を具備しなくなっ
た日から６年

人事院規則9-80（扶養手当）第4条第2項の扶
養手当認定簿

扶養手当認定簿 支給要件を具備しなくなっ
た日から６年

人事院規則9-80（扶養手当）第4条第3項（第5
条において準用する場合を含む。）の事実等
を証明する書類

扶養手当の認定に係る事実を証明する書類

人事院規則9-89（単身赴任手当）第7条第1項
の単身赴任届

単身赴任届

人事院規則9-89（単身赴任手当）第8条第2項
の単身赴任手当認定簿

単身赴任手当認定簿

人事院規則9-89（単身赴任手当）第10条第2項
の現況等を証明する書類

単身赴任手当の認定に係る事実を証明する書類

勤務時間法第６条第３項の割振りの文書等 割振り簿 作成の日から3年 廃棄

勤務時間法第13条の2第1項又は第15条第1項の
指定の文書等

代休日指定簿
超勤代休時間指定簿

作成の日から3年 廃棄

人事院規則15-14（職員の勤務時間、休日及び
休暇）第27条第１項の休暇簿

休暇簿 作成の日から3年 廃棄

答弁の案の作成の過程が記録された文書（四
の項イ）

質問主意書法制局提出資料
質問主意書審査録

閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出
された文書（四の項ロ）

質問主意書答弁案
質問主意書に関する閣議請議書
質問主意書に関する案件表
質問主意書に関する配布資料

答弁が記録された文書（四の項ハ） 質問主意書答弁書

情報公開に関
する事項

情報公開 個人及び法人からの開示請求に関する文書 行政文書開示請求書
開示決定書
異議申立書

開示決定等がされる日に係
る特定日以後５年

廃棄

国会及び審議
会等における
審議等に関す
る事項

国会審議 国会審議文書（二十九の項） 趣旨説明
答弁書
国会審議録

10年 廃棄

取得した文書の管理を行うための帳簿（三十
一の項）

受付簿 5年 廃棄

決裁文書の管理を行うための帳簿（三十二の
項）

決裁簿 30年 廃棄

文部科学省行政文書管理規則第23条第3項に定
める廃棄に係る記録

文部科学省行政文書管理規則第23条第3項に基づ
き廃棄した行政文書ファイル等の記録

5年 廃棄

標準文書保存期間基準に関する文書 標準文書保存期間基準 次回の更新まで 廃棄

広報に関する
事項

広報 文部科学省の広報の実施・報告に関する文書 ホームページ原稿 3年 廃棄

国内式典に関
する事項

国内式典 文部科学省・国内他機関・団体等主催式典・
会議等の実施に関する文書

祝辞等取扱に関する資料 3年 廃棄

予算編成（概
算要求）に関
する事項

予算編成
（概算要求）

予算編成、概算要求に関する文書 予算編成、概算要求に関する資料 5年 廃棄

謝金の支出に関する文書 謝金の支出に関する資料 5年 廃棄

旅費の支出に関する文書 旅費の支出に関する資料 5年 廃棄

庁費等の支出に関する文書 庁費等の支出に関する資料 5年 廃棄

物品の受入れ・供用・返納・払出に関する文
書

物品請求書等 5年 廃棄

後援名義実施要領 10年 廃棄

後援名義許可申請（新規） 3年 廃棄

後援名義許可申請（定例） 3年 廃棄

後援名義使用報告書 1年 廃棄

経理に関する
事項

経理

後援名義に関
する事項

後援名義 後援名義の実施・報告に関する文書

閣議の決定又
は了解及びそ
の経緯

質問主意書に対す
る答弁に関する閣
議の求め及び答弁
その他の重要な経
緯

20年 移管

文書の管理等
に関する事項

文書の管理等

大臣官房総務課総務班　保存期間表

職員の人事に
関する事項

給与の管理等

廃棄

届出に係る要件を具備しな
くなった日から６年

支給要件を具備しなくなっ
た日から６年
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当該業務に係る行政文書の類
型（施行令別表の該当項）

文書の具体例 保存期間
保存期間満
了後の措置

証明に関する
照会・依頼・
申請に対する
回答に関する
事項

証明に関する照
会・依頼・申請に
対する回答

証明に関する文書 在職証明書 1年 廃棄

委員委嘱に関する文書等 任期満了の日に係る特定日
から1年

廃棄

派遣依頼に関する文書等 1年 廃棄

定型的・日常的な業務の連絡・照会・報告に
関する文書

定型的・日常的な照会、事務連絡等 1年未満 廃棄

政務の出張に関する文書 出張申請書 1年 廃棄

職員の海外出張に関する文書 公用旅券発給申請、便宜供与等 3年 廃棄

功績調書に関する文書 功績調書（総務課担当箇所） 1年 廃棄

庶務的業務に
関する事項

庶務 庶務業務に関する文書 庶務業務に関する資料 1年 廃棄

別途、正本・原本が管理されている行政文書の写
し

1年未満 廃棄

定型的・日常的な業務連絡、日程表等 1年未満 廃棄

出版物や公表物を編集した文書 1年未満 廃棄

課の所掌業務に関する事実関係の問合せへの応答 1年未満 廃棄

明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に
適さなくなった文書

1年未満 廃棄

意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思
決定に与える影響がないものとして、長期間の保
存を要しないと判断される文書

1年未満 廃棄

文部科学省行政文書管理規則において、１年
未満の保存期間とすることができる文書

照会・依頼・
申請・回答等
に関する事項

照会・依頼・申
請・回答等

委員等の委嘱や就任依頼、講師の派遣依頼等
に対する回答等


	提出用（公表用）

